
山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
二
十
七
号
　
　
令
和
五
年
十
一
月
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
八
一

山
梨
県
公
報

第
四
百
二
十
七
号

令
和
五
年

十
一
月
十
六
日

木　曜　日

目

次

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出	

六
八
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項
等
の
変
更
の
届
出	

六
八
二

○
換
地
計
画
の
決
定	

六
八
二

公　
　
　

告

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

届
出
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

三
菱
H
C
キ
ャ
ピ
タ
ル
エ
ス
テ
ー
ト
プ

ラ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

西
喜
多
浩

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号

二　

届
出
の
概
要

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠　

名
称　

ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
北
杜
須
玉
店

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
北
杜
市
須
玉
町
大
豆
生
田
字
大
免
七
百
三
十
番
一
外

2　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

代
表
取
締
役　

八
幡
政
浩

北
海
道
札
幌
市
東
区
北
二
十
四
条
東
二
十
丁
目
一
番

二
十
一
号

3　

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日　

令
和
六
年
七
月
一
日

4　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計　

千
百
八
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

5　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠　

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

収
容
台
数　

四
十
四
台

㈡　

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

収
容
台
数　

十
台

㈢　

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

面
積　

三
十
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣　

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

容
量　

十
二
立
方
メ
ー
ト
ル

6　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
開
店
時
刻

閉
店
時
刻

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

午
前
九
時

午
後
九
時
四
十
五
分

㈡　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま

で
㈢　

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

⑴　

数　

二
箇
所

⑵　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
二
十
七
号
　
　
令
和
五
年
十
一
月
十
六
日

六
八
二

3　

変
更
す
る
年
月
日　

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日

四　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
八
日
ま
で

◉　

換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県

営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
（
み
さ
か
桃
源
の
郷
地
区
四

－

一
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り

関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨

県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の

審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

縦
覧
書
類　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

笛
吹
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
四
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
五
月
十
五
日
ま
で

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

廃
棄
物
等
の
保
管
施

設
の
位
置

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

㈣　

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯　

午
前
六
時
か
ら
午
後

十
時
ま
で

三　

届
出
年
月
日　

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

四　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
八
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

届
出
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

合
同
会
社
フ
ォ
レ
ス
ト
プ
ロ
パ
テ
ィ

代
表
社
員　

株
式
会
社
フ
ォ
レ
ス
ト
ホ

ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
六
番
一
号

二　

届
出
の
概
要

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠　

名
称　

フ
ォ
レ
ス
ト
モ
ー
ル
甲
斐
竜
王

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
斐
市
富
竹
新
田
字
大
明
神
河
原
千
七
百
十
四
番
一
外

2　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

廃
棄
物
等
の
保
管
施

設
の
位
置

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り


